
                      

令 和 ５年 １１月 ７日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

貨 物 流 通 事 業 課 

 

トラックＧメンによる荷主等への監視体制をさらに強化 
～ 「集中監視月間」スタート！ ～ 

 

 国土交通省では、「トラックＧメン」創設（本年７月）以降、トラック事業者への積極的な情報収集のほ

か、貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」などを全国で実施しています。 
 

 ９月～１０月にかけて実施した全トラック事業者を対象にした調査では、長時間の荷待ちや運賃・料

金の不当な据置きなどを強いる荷主等の情報が多数寄せられました。 
 

 これらを基に、１１月・１２月を「集中監視月間」と位置付け、悪質な荷主等に対して、「要請」「勧告・

公表」を実施し、監視を強化してまいります。 

 

＜集中監視月間における取組＞ 

【悪質な荷主等の監視強化】 

○ 全トラック事業者を対象にした調査結果（速報）※やこれまで入手した情報を基に、悪質な荷主等に

対し、「要請」「勧告・公表」を行い、早急な是正を促してまいります。 

※ 参考１「全トラック事業者を対象にした調査結果（速報）」を参照 

 
【関係行政機関との連携強化】 

○ 厚生労働省の荷主特別対策担当官や中小企業庁の下請Ｇメン等と連携し、荷主やトラック事業者へ

の合同ヒアリングを実施してまいります。 

 

【情報収集の強化】 

○ これまでの「要請」事例※を示しつつ、プッシュ型情報収集を実施し、全国のトラック事業者や労働組

合、地方適正化事業実施機関からの悪質な荷主等に係る情報収集を強化してまいります。 

※ 参考３「要請事例」を参照 

 

（参考）トラックＧメンの活動実績（令和５年１０月末時点） 
貨物自動車運送事業法附則に基づく「働きかけ」を２５１件（１６６件）、「要請」を１０件（６件）※実施 

（ ）内の数字は、トラックＧメン発足後（R5.7.21～）の累積実施件数。月当たりの平均実施件数は、発足前の 

１.８件から５７件と大幅に増加。 

※ 参考２「働きかけ・要請実施件数（令和５年１０月末時点）」及び参考３「要請事例」を参照 

 

 

 

【問い合わせ先】 物流・自動車局貨物流通事業課 

トラック荷主特別対策室 溝江、渋谷、松倉 

              代表：03-5253-8111（内線 41353、41334） 

直通：03-5253-8576 



トラックＧメンの「集中監視月間（11月・12月）」における取組と最近の活動実績

○ 国土交通省では、11月・12月を「集中監視月間」と位置づけ、全トラック事業者を対象にした調査結果
などを基に、関係省庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、「要請」「勧告・公表」を行い、監視を
強化。これにより、ドライバーの労働条件の改善や取引適正化に向けた取組の加速化を図る。

全トラック事業者を対象にした
荷主による違反原因行為の

調査
調査の結果を踏まえた
「要請」「勧告・公表」の

集中実施

集中監視月間
〈 11月～12月〉

【悪質な荷主等への監視強化】全トラック事業者を対象にした調査結果（参考１「全トラッ
ク事業者を対象にした調査の概要（速報）」）やこれまで
入手した情報を基に、悪質な荷主等に対し、「要請」「勧告・
公表」を行い、早急な是正を促す。

悪質な荷主等への監視強化

厚生労働省の荷主特別対策担当官や中小企業庁の下請
Gメン等と連携し、荷主やトラック事業者への合同ヒアリング
を実施。

関係行政機関との連携強化

これまでの「要請」事例（参考３「要請事例」）を示しつつ、
プッシュ型情報収集を実施し、全国のトラック事業者や労働
組合、地方適正化事業実施機関からの悪質な荷主等に係
る情報収集を強化。

情報収集の強化

トラックＧメン発足後、貨物自動車運送事業法に基づく措
置として、「働きかけ」166件（前月比+46件）、「要請」6
件（前月比+1件）を実施。（R5.7.21～10.31の実
績）（参考２「働きかけ・要請実施件数（令和５年１０
月末時点）」）、（参考３「要請事例」）

トラックＧメンの活動実績

【関係行政機関との連携強化】



（参考１）全トラック事業者を対象にした調査の概要（速報）

◆本年９～１０月にかけて、全トラック事業者を対象にした調査結果は、以下のとおり。
〇調査対象事業者数：６３，２５１者
〇回答数：１０，６２９件(Web回答のみ・１事業者から複数回答ある場合含む）

全トラック事業者を対象にした調査により得られた情報とこれまでトラックＧメンが取集した情報等

を照らし合わせた上、悪質な荷主・元請事業者に対し、速やかに法的措置（「働きかけ」「要請」

「勧告・公表」）を発動！
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長時間の荷待ち 運賃・料金の不当な据置き
契約にない附帯業務 異常気象時の運送依頼
過積載の指示・容認 その他無理な運送依頼



（参考２）働きかけ・要請実施件数（令和５年１０月末時点）

要請：０
働きかけ：４

要請：０
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要請： ６
働きかけ：１５２

要請：０
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要請：１
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要請： ０
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要請：０
働きかけ：０

対応内容 荷主・元請数

要 請 １０

働きかけ ２５１

※本社所在地から、地域別に整理・表示
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（件）

トラックGメンの活動実績
（令和５年７月２１日～１０月３１日）
〇要請：6件（前月比+1件）
８月末:１、９月末:４、10月末:１

〇働きかけ：166件（前月比+46件）
８月末:57、９月末:63、10月末:46

違反原因行為の内訳（重複あり）
・長時間の荷待ち：８件
・契約にない附帯業務：１件
・無理な配送依頼：１件
・過積載の指示：１件
※詳細は（参考３）参照



（参考３）「要請」事例

番号 違反原因行為 内容 分類 業態 本社所在地
違反原因行為
発生場所

1 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは改善されたが、その後、同じ工場におい
て３時間を超える荷待ちが発生していることが疑われたため、令和４年８月に要請を実施

発荷主 製造業 関東 中部

2 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは解消されたが、別の拠点で３～４時間の
荷待ち発生の情報が寄せられたほか、関係省庁にも同種の情報が寄せられたため、令和５年２
月に要請を実施

発着荷主 運輸業，郵便業 関東 関東

3 長時間の荷待ち
関係省庁から、長時間の荷待ちの改善について指摘を受けていたものの、改善がなされず、そ
の後も３～６時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年５月に要請を実施

発荷主 製造業 四国 四国

4 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（到着から荷下ろし開始までに3時間かかったなど）が複数寄せられ、長時
間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 関東

5 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（数年前から最大７時間に及ぶ荷待ちが発生など）が複数寄せられ、長時間
の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

発荷主 サービス業 中部 中部

6 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（3～5時間の荷待ちが恒常的に発生など）が複数寄せられ、長時間の荷待
ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

着荷主 卸売業，小売業 中国 近畿、中国

7 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけを行った後、荷待ちに係る情報（数時間～１０時間に及ぶ荷待ちが発生な
ど）が複数寄せられ、長時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要
請を実施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 中部、中国

8
長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

荷待ち等に係る情報（日常的に４、５時間の荷待ち発生やラベル貼りをさせられるなど）が複
数寄せられ、長時間の荷待ち及び契約にない附帯業務が発生していることが疑われたため、令
和５年１０月に要請を実施

発荷主 製造業 近畿 関東

9 無理な配送依頼
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手したものの、引き続き、無理な配送依頼
（出荷遅れの説明なく、翌日配送を強要するなど）が疑われたため、令和５年７月に要請を実
施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 関東

10 過積載運行の指示
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手した矢先、全社レベルでの安全対策に係
る情報共有が不十分であり、他の拠点でも過積載運行の指示が疑われたため、令和４年１１月
に要請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 近畿


